
戸
籍
の
附
票
の
写
し
の
交
付
に
関
す
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

○

戸
籍
の
附
票
の
写
し
の
交
付
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
年
法
務
省
・
自
治
省
令
第
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
本
人
等
の
交
付
の
請
求
の
手
続
及
び
請
求
に
つ
き
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

（
本
人
等
の
交
付
の
請
求
の
手
続
及
び
請
求
に
つ
き
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
項
）

ら
な
い
事
項
）

第
一
条

住
民
基
本
台
帳
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規

第
一
条

住
民
基
本
台
帳
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
戸
籍
の
附
票
の
写
し
（
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ

定
に
よ
る
戸
籍
の
附
票
の
写
し
（
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ

ィ
ス
ク
を
も
つ
て
戸
籍
の
附
票
を
調
製
し
て
い
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

ィ
ス
ク
を
も
つ
て
戸
籍
の
附
票
を
調
製
し
て
い
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
戸
籍
の
附
票
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書

）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
戸
籍
の
附
票
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
の
請
求
は
、
法
第
二
十
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み

類
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
の
請
求
は
、
法
第
二
十
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
二
項
各
号
及
び
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
二
項
各
号
及
び
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
市
町
村
長
（
特
別
区
に
あ
つ
て
は
区
長
、
地
方
自
治
法
（

明
ら
か
に
す
る
た
め
市
町
村
長
（
特
別
区
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定

法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て

都
市
に
あ
つ
て
は
区
長
又
は
総
合
区
長
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
当
と
認
め
る
書

は
、
区
長
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
当
と
認
め
る
書
類
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば

類
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

法
第
二
十
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
二
項

一
～
三

（
略
）

第
四
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一

請
求
に
係
る
戸
籍
の
附
票
に
記
載
（
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
整
す
る
戸
籍
の
附
票
に
あ
つ
て
は
、
記
録
。
以

下
同
じ
。
）
が
さ
れ
た
戸
籍
の
表
示

二

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平



成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
害
者
の
う
ち

更
な
る
暴
力
に
よ
り
そ
の
生
命
又
は
身
体
に
危
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る

も
の
に
係
る
請
求
で
あ
る
場
合
そ
の
他
市
町
村
長
が
法
第
二
十
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
請
求
を
拒
む
か
ど

う
か
判
断
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
請
求

事
由

三

法
第
二
十
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
七

項
の
規
定
に
基
づ
き
戸
籍
の
附
票
の
写
し
の
送
付
を
求
め
る
場
合
に
お
い
て

、
請
求
を
す
る
者
の
住
所
以
外
の
場
所
に
送
付
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
き
は

、
そ
の
理
由
及
び
送
付
す
べ
き
場
所
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○

戸
籍
等
の
謄
本
等
又
は
戸
籍
の
附
票
の
写
し
の
交
付
の
請
求
の
受
付
及
び
引
渡
し
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務
省
令

第
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
一
条

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に

第
一
条

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に

お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
又

お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第

は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
を
取
り
扱
う
郵
便
局
（
法
第
一
条
に
規
定
す
る
郵
便

一
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
を
取
り
扱
う
郵
便
局
（
法
第
一
条
に
規
定
す

局
を
い
う
。
）
ご
と
に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
当
該
事
務
を
取
り
扱
わ

る
郵
便
局
を
い
う
。
）
ご
と
に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
当
該
事
務
を
取

せ
る
こ
と
と
し
た
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
指
定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。

り
扱
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
指
定
地
方
公
共
団
体
」
と

）
、
取
り
扱
う
事
務
の
内
容
及
び
当
該
事
務
の
取
扱
時
間
を
掲
示
し
な
け
れ
ば

い
う
。
）
、
取
り
扱
う
事
務
の
内
容
及
び
当
該
事
務
の
取
扱
時
間
を
掲
示
し
な

な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
本
人
確
認
の
方
法
）

（
本
人
確
認
の
方
法
）

第
二
条

法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
戸
籍
等
の
謄
本
等
（
同
条
第
一
号
に
規
定

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
戸
籍
等
の
謄
本
等
（
同
項
第
一
号

す
る
戸
籍
謄
本
等
又
は
除
籍
謄
本
等
を
い
う
。
次
条
及
び
第
四
条
に
お
い
て
同

に
規
定
す
る
戸
籍
謄
本
等
又
は
除
籍
謄
本
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
戸

じ
。
）
又
は
戸
籍
の
附
票
の
写
し
（
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
戸
籍
の
附
票
の

籍
の
附
票
の
写
し
（
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
戸
籍
の
附
票
の
写
し
を
い
う
。

写
し
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
の
請
求
を
受
け
付
け
る
際
の

以
下
同
じ
。
）
の
交
付
の
請
求
を
受
け
付
け
る
際
の
本
人
確
認
は
、
日
本
郵
便

本
人
確
認
は
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
が
、
法
第
二
条
第
一
号
又
は
第
四
号
に
掲

株
式
会
社
が
、
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
に
従
事

げ
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
（
次
条
及
び
第
四
条
に
お
い
て
「
郵
便
局
取
扱
事

す
る
職
員
（
以
下
「
郵
便
局
取
扱
事
務
従
事
職
員
」
と
い
う
。
）
を
し
て
、
当

務
従
事
職
員
」
と
い
う
。
）
を
し
て
、
当
該
請
求
を
行
う
者
に
対
し
、
必
要
な

該
請
求
を
行
う
者
に
対
し
、
必
要
な
証
明
を
求
め
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も

証
明
を
求
め
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
請
求
書
類
の
送
付
）

（
請
求
書
類
の
送
付
）
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第
三
条

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
戸
籍
等
の
謄
本

第
三
条

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
戸
籍
等

等
又
は
戸
籍
の
附
票
の
写
し
を
引
き
渡
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
郵
便
局
取

の
謄
本
等
又
は
戸
籍
の
附
票
の
写
し
を
引
き
渡
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
郵

扱
事
務
従
事
職
員
を
し
て
、
当
該
引
渡
し
に
係
る
請
求
書
類
を
当
該
引
渡
し
の

便
局
取
扱
事
務
従
事
職
員
を
し
て
、
当
該
引
渡
し
に
係
る
請
求
書
類
を
当
該
引

事
務
に
係
る
指
定
地
方
公
共
団
体
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

渡
し
の
事
務
に
係
る
指
定
地
方
公
共
団
体
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
又

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は

は
総
合
区
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
に
送
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

、
区
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
に
送
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
記
載
事
項
証
明
書
に
関
す
る
特
例
）

（
記
載
事
項
証
明
書
に
関
す
る
特
例
）

第
五
条

法
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
引
き
渡
す
戸
籍
又
は
除
か
れ
た
戸

第
五
条

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
引
き
渡
す
戸
籍
又
は
除
か

籍
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
証
明
書
に
つ
い
て
は

れ
た
戸
籍
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
証
明
書
に
つ

、
戸
籍
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
司
法
省
令
第
九
十
四
号
）
第
十
四
条
第

い
て
は
、
戸
籍
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
司
法
省
令
第
九
十
四
号
）
第
十

一
項
た
だ
し
書
の
規
定
（
同
令
第
七
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
（
同
令
第
七
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

を
含
む
。
）
は
適
用
し
な
い
。

る
場
合
を
含
む
。
）
は
適
用
し
な
い
。
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○

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
の
要
件
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
総

務
省
・
法
務
省
令
第
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

(

施
設
及
び
設
備)

(

施
設
及
び
設
備)

第
一
条

（
略
）

第
一
条

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律(

以
下
「

法
」
と
い
う
。)

第
三
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
法
務

省
令
で
定
め
る
施
設
及
び
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

法
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
戸
籍
謄
本
等
、
除
籍
謄
本
等
、

納
税
証
明
書
、
住
民
票
の
写
し
等
、
戸
籍
の
附
票
の
写
し
及
び
印
鑑
登
録
証

明
書(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
証
明
書
等
」
と
い
う
。)

並
び
に
こ
れ
ら
の

交
付
の
請
求
に
係
る
書
類
を
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
者(

以
下
「
特
定
業
務
従
事
者
」
と
い
う
。)

及
び
当
該
請
求
を
行
う
者
以
外
の

者
が
、
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た

施
設

二

地
方
公
共
団
体(

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)
第
二

二

地
方
公
共
団
体(

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二

百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
又
は
総
合
区(

百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区(

法
第
三
十
四

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
あ
っ

条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
あ
っ
て
は
、
市
又

て
は
、
市
又
は
区
若
し
く
は
総
合
区)

)

と
の
間
で
証
明
書
等
及
び
こ
れ
ら
の

は
区))

と
の
間
で
証
明
書
等
及
び
こ
れ
ら
の
交
付
の
請
求
に
係
る
書
類
に
記

交
付
の
請
求
に
係
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
情
報
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
送
受

載
さ
れ
た
情
報
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
送
受
信
す
る
場
合
は
、
個
人
情
報
の

信
す
る
場
合
は
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
そ
の
他
特
定
業
務
の
適
正
か

適
正
な
取
扱
い
そ
の
他
特
定
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
こ

つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
送
受
信
設
備

と
が
で
き
る
送
受
信
設
備

三

（
略
）

三

証
明
書
等
の
交
付
の
請
求
に
係
る
書
類
等
を
適
切
に
保
管
す
る
こ
と
が
で

き
る
設
備
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○

戸
籍
の
附
票
の
写
し
の
交
付
の
請
求
の
受
付
及
び
引
渡
し
の
業
務
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
に
お
け
る
実
施
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
・
法
務
省
令

第
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

(

請
求
書
類
の
送
付)

(

請
求
書
類
の
送
付)

第
三
条

公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
は
、
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用

第
三
条

公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
は
、
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
締
結
し
た
契
約
に
よ
り
戸
籍
の
附

す
る
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
締
結
し
た
契
約
に
よ
り
戸
籍
の
附

票
の
写
し
を
引
き
渡
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
特
定
業
務
従
事
者
を
し
て
、

票
の
写
し
を
引
き
渡
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
特
定
業
務
従
事
者
を
し
て
、

当
該
引
渡
し
に
係
る
請
求
書
類
を
当
該
引
渡
し
の
業
務
に
係
る
委
託
地
方
公
共

当
該
引
渡
し
に
係
る
請
求
書
類
を
当
該
引
渡
し
の
業
務
に
係
る
委
託
地
方
公
共

団
体(

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の

団
体(

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
又
は
総
合
区)

の
長
に
送
付
さ
せ

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区)

の
長
に
送
付
さ
せ
る
も
の
と
す

る
も
の
と
す
る
。

る
。


